
岡山県子どもの居場所づくり促進事業費補助金交付要綱 

 

 

（趣旨） 

第１条 知事は、岡山県子どもの居場所づくり促進事業実施要領（以下「実施要領」という。）に

基づき、子どもの居場所を開設する者（以下「開設者」という。ただし、政令指定都市に開設す

る子どもの居場所は対象外とする。）に対し、予算の範囲内で補助金を交付することとし、その

交付に関しては、岡山県補助金等交付規則（昭和４１年岡山県規則第５６号。以下「規則」とい

う。）及びこの交付要綱の定めるところによる。 

（補助金の交付対象） 

第２条 この補助金の交付の対象となる事業は、実施要領に基づき開設者が行う岡山県子どもの

居場所づくり促進事業（以下「事業」という。）とする。 

２ 県は、事業を行う開設者（以下「補助事業者」という。）が、別表１欄に定める経費を対象と

して、実施要領第３条第１項に定める子どもの居場所（以下「居場所」という。）の開設に要し

た経費に対し補助する。 

（補助金の交付） 

第３条 補助金の交付額は、居場所１箇所につき、前条第２項による経費と別表２欄に定める上

限額のいずれか低い方の額とする。 

（事前協議） 

第４条 補助金の交付を受けようとする補助事業者は、事前に、対象となる居場所への開設補助

について、市町村長を経由して県民局長に協議しなければならない。 

（交付申請） 

第５条 補助事業者は、交付申請書（様式第１号）に次に掲げる書類を添えて、市町村長を経由し

て県民局長に提出しなければならない。 

（１）補助金所要額調書（様式第２号） 

（２）事業計画書（様式第３号） 

（３）積算の基礎となる資料（見積書等） 

（４）申請団体の定款等の規約、設立趣意書又はこれに準ずるもの 

（５）申請団体の役員等の名簿 

（６）その他県民局長が必要と認める資料 

２ 市町村長は、前項の規定する書類を受理したときは、必要な調整を行った上で取りまとめ、

別紙様式アに関係書類を添えて、速やかに県民局長に提出しなければならない。 

（交付の条件） 

第６条 この補助金の交付の目的を達成するため、補助事業者は、次に掲げる事項を遵守しなけ

ればならない。 

（１）事業により取得し、又は効用を増加した財産のうち、減価償却資産の耐用年数等に関す

る省令（昭和４０年大蔵省令第１５号）に定められている耐用年数の期間を経過するまで、

県民局長の承認を受けないで、この補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、

貸し付け、担保に供し、又は廃棄してはならない。 

（２）県民局長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の

全部又は一部を県民局長に納付しなければならない。 

（３）事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難になった場合には、速やか

に市町村長を経由して県民局長へ報告し、その指示を受けなければならない。 

（４）事業完了後、居場所の開設日から３年未満に居場所の運営を終了した場合は、補助金の

交付を受けた額を県民局長に返還しなければならない。ただし、災害等やむを得ない事由

による場合は、この限りではない。 

（申請の取り下げ） 

第７条 補助事業者が、交付申請を取り下げようとするときは、規則第８条第１項の規定により、

補助金の交付の決定を受けた日から起算して３０日以内にその旨を記載した書面を、市町村長

を経由して県民局長に提出しなければならない。 

（変更承認の申請） 

第８条 補助事業者は、規則第１０条の規定により、補助事業の内容、経費の配分（ただし、補助



対象事業の目的等に影響を及ぼさない経費の細部の変更であると認める場合を除く。）、その

他申請に係る事項の変更、又は補助事業の中止、若しくは廃止しようとするときは、その承認

申請書（様式第４号）に次に掲げる書類を添えて、市町村長を経由して県民局長に提出し、そ

の承認を受けなければならない。 

ただし、既交付決定額の２０パーセントを超えない補助金額の減については、承認を要し

ない。 

（１）事業計画変更調書（様式第５号） 

（２）補助金変更後所要額調書（様式第６号） 

（３）変更後事業計画書（様式第７号） 

２ 市町村長は、前項の規定する書類を受理したときは、必要な調整を行った上で取りまとめ、

別紙様式イに関係書類を添えて、速やかに県民局長に提出しなければならない。 

（実績報告等） 

第９条 補助事業者は、事業が完了したときは、実績報告書（様式第８号）に次に掲げる書類を添

えて、補助事業が完了した日から起算して１４日を経過した日又は３月３１日のいずれか早い

方の日までに市町村長に提出しなければならない。 

（１）事業報告書（様式９号） 

（２）補助金精算書（様式第１０号） 

（３）補助事業の実績額を証する領収書等の写し 

（４）その他県民局長が必要と認める資料 

２ 市町村長は、前項の規定する書類を受理したときは、必要な調整を行い、取りまとめの上、受

理した日から起算して１４日を経過した日又は翌年度の４月１０日までのいずれか早い日まで

に、別紙様式ウに関係書類を添えて、県民局長に提出しなければならない。 

（補助金の額の確定等） 

第 10条 県民局長は、前条の規定による実績報告等を受理したときは、その内容を審査し、必要

に応じて実地に調査し、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれ

に付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、市町村長を経由し、

補助事業者に通知するものとする。 

（補助金の支払） 

第 11 条 県民局長は、前条の規定により補助金の額を確定した後に補助金を支払うものとする。

ただし、補助金の交付の目的を達成するために特に必要があると認めるときは、補助金の概算

払をすることができる。 

２ 補助事業者は、前項の規定により補助金の概算払を受けようとするときは、概算払請求書（第

１１号）を、市町村長を経由し、県民局長へ提出しなければならない。 

（決定の取消し） 

第 12条 県民局長は、補助事業者が次の各号の一に該当するときは、補助金の交付の決定の全部

又は一部を取り消すことができる。 

（１）補助金を他の用途へ使用したとき 

（２）補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき 

（３）この交付要綱又はこれに基づく県民局長の指示に違反したとき 

（４）その他不正の行為があると認められたとき 

２ 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があったのちにおいても適用

があるものとする。 

（補助金の返還） 

第 13条 県民局長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに

係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、その返還を命ずるものとする。 

２ 県民局長は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超

えて補助金が交付されているときは、期限を定めて、その超える部分の返還を命ずるものとす

る。 

（状況の報告） 

第 14条 補助事業者は、県民局長の指示により、補助金の交付を受けた年度の翌年度から起算し

て３年間は、市町村長を経由して、子どもの居場所活動状況報告書（様式第１２号）を県民局長

に提出しなければならない。 



２ 県民局長は、必要があると認めるときは、補助事業者に対し、補助事業の実施状況の報告を

求め、又は必要な調査を行うことができるものとする。 

（補助金に係る帳簿等の保存年限） 

第 15条 補助事業者は、補助金に係る帳簿及び証拠書類を、事業完了後５年間保存しなければな

らない。 

 

 

附 則 

   この要綱は、平成３１年４月１日から適用する。 

 

附 則 

この要綱は、令和４年４月１日から適用する。 

 

附 則 

この要綱は、令和６年４月１日から適用する。 

 


